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別記様式(第5条関係) 

令和６年度 第１回 東海村公民館運営審議会 会議録 

1 開 催 日 時 令和７年３月１１日(火) 午後６時３０分から午後８時まで 

2 場 所 東海村中央公民館 第３会議室 

3 出 席 者 澤畠京子，鈴木昭博，菊地義光，塚原美光，冨岡千栄 

4 欠 席 者 戸川隆 

5 
公 開 又 は

非公開の別 
 公開 ・ 非公開 

6 
非 公 開 の

理由 
  

7 議 題 

議案第１号 中央公民館貸出物品の取り扱いについて 

協議第１号 「東海村中央公民館活動方針」の令和３～６年度評価について 

協議第２号 令和７年度公民館講座開催計画（案）について 

8 配 布 資 料 

事前送付資料 

・令和６年度第１回東海村公民館運営審議会 次第 

・議案（協議）書（３枚） 

・（資料１）東海村中央公民館物品の貸付けに関する要領（案） 

・（資料２）東海村中央公民館活動方針について 

・（資料３）東海村中央公民館活動方針 施策体系表 

・（資料４）東海村中央公民館活動方針 評価表 

・（資料５）令和７年度公民館講座開催計画（案） 

当日資料 

・（資料１）東海村中央公民館物品の貸付けに関する要領（案）の 

差し替え版 

・東海村中央公民館使用許可申請書（写し） 

・東海村中央公民館活動方針 
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発 言 内 容 

議案第１号 中央公民館貸出物品の取り扱いについて 

・申請者によって対応が変わらないよう内規をしっかり決めるというのは良いこと 

 である。 

・公民館外に貸し出す場合は，貸出時・返却時に，貸す側・借りる側双方で物品に 

 異常がないことを確認したことを示すチェック欄が許可申請書内にあるとお互い 

 に良い。 

・第６条第３項は，賠償責任条項があることから不要ではないか。 

 

協議第１号 「東海村中央公民館活動方針」の令和３～６年度評価について 

・講座参加者アンケートの意見も評価に反映させると尚良かった。 

・スマホ講座には，講師だけでなく高校生ボランティアにも参加してもらうと，利 

 用団体の連携及び機能強化に繋がると思われる。 

・スマホを持っている高齢者や子ども向けに悪質サイトによる詐欺被害を防止する 

ための啓発講座を，料理講座など楽しい企画と抱き合わせにするなど工夫して 

 開催してほしい。 
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・一般的な村民の立場では，意識的に講座を探そうとしないと講座開催の広報が目 

 につかない。広報をどう工夫するかが大事だと思う。 

・繰り返し受講してくれそうな講座を企画していくことが必要だと思うし，新たな 

 展開（例えば若者とどう繋がるかなど）は，その時々の時流や課題を協議しなが 

 ら考えていく必要があると思う。 

・小中学生・高校生などにも集まりやサークル活動などで公民館を使ってもらえる 

 ような体制を整えることが村として若者を応援することに繋がると思う。 

・講座の後に先生も含めて一緒にお茶飲み会をする企画もあったら良いのではない 

か。そういう場所は公民館の得意とする分野で，高齢者も子どもも含めて地域 

の人たちがいつも来てくれる居心地の良い場所をつくることはとても大事だと思 

 う。 

 

協議第２号 令和７年度公民館講座開催計画（案）について 

・障がい者講座や人権講座は，テーマや対象者を絞り，少人数開催でも参加者に満 

足していただけるような講座が開催できると良い。 

・障がい者講座は，障がい者になってしまっても自分の考え方次第で生き方は変え 

 られるということ，障がい者に対して偏見を持たないようにするにはどうすれば 

 良いか知ってもらえるような講座であると良い。人権問題や障がい者について知 

 らないからこそ距離が生まれてしまうものだから積極的に開催してもらいたい。 

・スカシユリ講座の対象者を子どもに絞るとしたら，スカシユリだけでは興味を持 

 ってもらいにくい。「スカシユリと昆虫観察」など，子どもの興味関心が強い 

 テーマを付け足すと良いし，講座名にも明記すると目に留まりやすい。 

10 結 果 

 

議案第１号 中央公民館貸出物品の取り扱いについて 

・了承 

※後日，事務局判断により第６条第３項を削除することとした。 

 

協議第１号 「東海村中央公民館活動方針」の令和３～６年度評価について 

・了承 

 

協議第２号 令和７年度公民館講座開催計画（案）について 

・了承 

 

 


